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  手手

当当
・・
年年
金金  

手手    当当    ・・    年年    金金  
   

各各種種手手当当    身身     知知     精精   

 
●窓口 

各区役所社会福祉課（裏表紙に記載） 

区  分 支給対象 支給月額 支給月 手当申請に必要なもの 留意事項 

特別障害者手当 ・２０歳以上の人 

・常時特別の介護を必要と

する重度の障がいのある

人（重複障害など） 

27,980 円 ２ 

５ 

８ 

11 

 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・年金受給額がわかるもの 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉
手帳を持っている人は、手
帳もお持ちください。 

・３か月を超えて入院し

ているとき、又は施設

に入所しているとき

は、申請・受給できま

せん。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

障害児福祉手当 ・２０歳未満の人 

・身体、知的又は精神に重

度の障がいのある人で常

時介護を必要とする人 

15,220 円 ２ 

５ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉
手帳を持っている人は、手
帳もお持ちください。 

・施設に入所していると

きは、申請・受給でき

ません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

特別児童扶養手当 

※２０歳になると

手当の支給が終

了となりますの

で、障害年金の

申請手続を行っ

て下さい。 

 

身体、知的又は精神に一定

の障がいのある２０歳未満

の人を養育している人 

※「一定の障がい」とは、

身体障害者手帳の場合は

おおむね１～３級と４級

の一部、療育手帳の場合

はＡ判定とＢ判定の一部

です。対象となる児童が

手帳を持っていなくて

も、診断書により同じ程

度の障がいがあると認め

られれば、支給の対象と

なります。 

※養育者は、保護者のうち、

所得の多い人となりま

す。 

１級（重度） 

53,700 円 

２級（中度） 

35,760 円 

４ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・養育者及び対象児童の記載さ

れている戸籍の謄本 
・対象児童が市外に住所を有

する場合、その児童を含む
世帯全員分の住民票 

・保護者名義の普通貯金通帳 
・特別児童扶養手当振込口座

申出書 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※一部の身体障害者手帳又は
Ａ判定の療育手帳を持って
いる場合、診断書を省略でき
る場合があります。 

※対象となる児童が身体障害
者手帳、療育手帳又は精神
障害者保健福祉手帳を持
っている人は、手帳もお持
ちください。 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申

請・受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が国外

へ転出したときは、受

給できません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

浜松市重度心身 

障害児扶養手当 

特別児童扶養手当（１級）

を受給している人 

5,000 円 ４ 

10 

・養育者名義の普通預金通帳 
 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申請・

受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が浜松

市外へ転出したときは、

受給できません。 

・所得制限により、特別

児童扶養手当が支給停

止となったときは、受

給できません。 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

手手    当当    ・・    年年    金金  
   

各各種種手手当当    身身     知知     精精   

 
●窓口 

各区役所社会福祉課（裏表紙に記載） 

区  分 支給対象 支給月額 支給月 手当申請に必要なもの 留意事項 

特別障害者手当 ・２０歳以上の人 

・常時特別の介護を必要と

する重度の障がいのある

人（重複障害など） 

27,980 円 ２ 

５ 

８ 

11 

 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・年金受給額がわかるもの 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉
手帳を持っている人は、手
帳もお持ちください。 

・３か月を超えて入院し

ているとき、又は施設

に入所しているとき

は、申請・受給できま

せん。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

障害児福祉手当 ・２０歳未満の人 

・身体、知的又は精神に重

度の障がいのある人で常

時介護を必要とする人 

15,220 円 ２ 

５ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉
手帳を持っている人は、手
帳もお持ちください。 

・施設に入所していると

きは、申請・受給でき

ません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

特別児童扶養手当 

※２０歳になると

手当の支給が終

了となりますの

で、障害年金の

申請手続を行っ

て下さい。 

 

身体、知的又は精神に一定

の障がいのある２０歳未満

の人を養育している人 

※「一定の障がい」とは、

身体障害者手帳の場合は

おおむね１～３級と４級

の一部、療育手帳の場合

はＡ判定とＢ判定の一部

です。対象となる児童が

手帳を持っていなくて

も、診断書により同じ程

度の障がいがあると認め

られれば、支給の対象と

なります。 

※養育者は、保護者のうち、

所得の多い人となりま

す。 

１級（重度） 

53,700 円 

２級（中度） 

35,760 円 

４ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・養育者及び対象児童の記載さ

れている戸籍の謄本 
・対象児童が市外に住所を有

する場合、その児童を含む
世帯全員分の住民票 

・保護者名義の普通貯金通帳 
・特別児童扶養手当振込口座

申出書 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※一部の身体障害者手帳又は
Ａ判定の療育手帳を持って
いる場合、診断書を省略でき
る場合があります。 

※対象となる児童が身体障害
者手帳、療育手帳又は精神
障害者保健福祉手帳を持
っている人は、手帳もお持
ちください。 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申

請・受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が国外

へ転出したときは、受

給できません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

浜松市重度心身 

障害児扶養手当 

特別児童扶養手当（１級）

を受給している人 

5,000 円 ４ 

10 

・養育者名義の普通預金通帳 
 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申請・

受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が浜松

市外へ転出したときは、

受給できません。 

・所得制限により、特別

児童扶養手当が支給停

止となったときは、受

給できません。 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

●窓口 
各区役所社会福祉課（裏表紙に記載）   

区  分 支給対象 支給月額 支給月 手当申請に必要なもの 支給制限 

児童扶養手当 父又は母と一緒に生活

していない１８歳に達

する日以後の最初の３

月３１日までの間にあ

る児童（一定の障がい

がある児童は２０歳未

満まで）を養育してい

るひとり親家庭等（ひ

とり親家庭以外でも両

親のいずれかが一定の

障がいの状態にある家

庭も含む。） 

全部支給： 

44,140 円 

一部支給： 

10,410 円

～ 

44,130 円 

第２子： 

5,210 円～ 

10,420 円 

第３子以降： 

3,130 円～ 

6,250 円 

５ 

７ 

９ 

11 

１ 

３ 

・母又は父および児童が

記載された戸籍謄本 

・申請者名義の預金通帳 

・年金手帳 

・健康保険証 

・マイナンバーカード、

又は、マイナンバーが

確認できる書類及び

身元が確認できる書

類 

※母又は父に障がいがあ

るとき 

・障害者手帳 

・年金証書（年金を受け

ているとき） 

※その他書類が必要と

なる場合があります

ので、区役所担当課へ

お問い合わせくださ

い。 

・父又は母が婚姻したとき（事

実上の婚姻関係も含む） 

・児童が施設に入所している

とき 

・児童を監護・養育しなくな

ったとき 

・国外へ転出したとき 

・受給者又は児童が公的年金

を受けているとき 

・所得制限 

・障がいの程度の制限 

 

浜松市ひとり

親家庭等自立

支援手当 

２人以上の児童を養育

している児童扶養手当

の受給者 

第２子： 

10 円～ 

4,790 円 

第３子以降： 

3,750 円～ 

6,870 円 

５ 

７ 

９ 

11 

１ 

３ 

・児童扶養手当の受給資格を

喪失したとき 

・監護する児童数が１人以下

になったとき 

・市外へ転出したとき 

・所得制限 

・受給期間の制限 

 

身体・知的に重度の障がいのある人を自宅で常時介護している人へ慰労金を支給します。 

●申請月 
当該年度 12 月 1 日から 3月 31 日まで 

●窓口 

各区役所社会福祉課（裏表紙に記載） 

各各種種手手当当    身身     知知     精精   

介介護護者者慰慰労労金金    身身     知知   

区  分 支 給 対 象 支給額 

浜浜松松市市在在宅宅重重度度障障害害者者

介介護護者者慰慰労労金金  

 

身体に重度の障がいの

ある人を自宅で常時介

護している人へ慰労金

を支給します。 

次の 1 から 5 をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人 

1.18 歳以上 65 歳未満の人(4 月 1 日時点) 

2.「特別障害者手当」又は「障害児福祉手当」を受給している人 

(10 月 1 日時点) 

3.身体障害者手帳のうち、肢体不自由 1 級の障害認定を受けている人 

(10 月 1 日時点) 

4.10 月 1 日前 1 年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、 

6 か月以上自宅で介護を受けた人 

5.浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12 月 1 日時点) 

70,000 円 

浜浜松松市市在在宅宅重重度度知知的的障障

害害者者介介護護者者慰慰労労金金  

 

知的に重度の障がいの

ある人を自宅で常時介

護している人へ慰労金

を支給します。 

次の 1 から 5 をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人 

1.18 歳以上 65 歳未満の人(4 月 1 日時点) 

2.障害の程度が最重度の判定の療育手帳の交付を受けている人 

(10 月 1 日時点) 

3.10 月 1 日前 1 年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、 

6 か月以上自宅で介護を受けた人 

4.浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12 月 1 日時点)  
5.日常生活の中で、全面的な介助を必要とする動作が複数ある人 

(申請時に確認します。) 


